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 この「令和 2年国勢調査 就業状態等基本集計結果（奈良県）」

は、国（総務省）の「令和 2年国勢調査 就業状態等基本集計結果」

の公表（令和 4年 5月 27日）を受け、奈良県の概要をまとめたも

のです。 
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数値のみかた 

・本文及び図表中の数値は、表章単位未満で四捨五入しています。 
・本文及び図表中の値は、表章単位未満を含んだ数値から算出しています。 

・本文及び図表中の増減率等割合は、特に注記がない限り、分母から不詳を除いて算出し、又は不

詳補完値により算出しています。 

・符号の用法 

  (1)「0、0.0」…表章単位未満(四捨五入後) 

  (2)「△」…負号 
 

用語の解説 

労働力状態 

 15歳以上の人について、令和2年（調査年）の9月 24日から 30日までの1週間に「仕事をし

たかどうかの別」により次のとおり区分したものです。 

 

 

労働力率 

 15歳以上人口（労働力状態「不詳」を除く。）に占める労働力人口の割合をいいます。 

 

就業率 

 15歳以上人口（労働力状態「不詳」を除く。）に占める就業者の割合をいいます。 

 

従業上の地位 

就業者について、調査期間中にその人が事業を営んでいるか、雇用されているかなどによって, 

区分したものをいいます。

※労働力率（％） ＝
労働力人口

×100
15歳以上人口（労働力状態「不詳」を除く。）

※就業率（％） ＝
就業者数

15歳以上人口（労働力状態「不詳」を除く。）
×100
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１ ．奈良県の労働力状態 (令和 2年 10月 1日現在) 

○奈良県の労働力人口  658,883人 [前回より 8,185人(1.3%)増加] 

            （男性 360,794人、女性 298,089人） 

○労働力率  57.2％ [前回より 2.3ポイント上昇] 

           （男性 67.4％、女性 48.3％） 
 

令和 2年国勢調査による令和 2年 10月 1日現在の奈良県の労働力人口は 658,883人（男性 360,794

人、女性298,089人）で、前回調査の平成27年と比べると、8,185人増加しています。 

 労働力率は57.2%（男性67.4％、女性48.3％）で、平成27年と比べると2.3ポイント上昇（男性 0.5

ポイント上昇、女性 3.8ポイント上昇）しています。 

 

 

 

 

図１ 奈良県の労働力人口及び労働力率の推移（平成 2年～令和 2年） 

表１ 奈良県の労働力状態、男女別労働力率・就業率の推移（平成 2年～令和 2年） 
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○前回（平成 27年）と比べ、60～64歳の労働力率の上昇が顕著 

○前回と比べ、女性の全ての年齢階級で労働力率が上昇 
 

令和2年国勢調査による令和2年10月1日現在の奈良県の労働力率を男女別年齢5歳階級別にみると、

男性は25歳から59歳までが、90%を超えています。一方、女性は前回と比べて全ての年齢階級において

上昇しています。また、25～29歳、45～49歳を頂点とした、いわゆるＭ字カーブが見られますが、Ｍ字

カーブの底は年々上昇しています。 

平成27年と比べると、男女共に60～64歳の労働力率の上昇が顕著となっています。 

 

 

 

 

表２ 奈良県の男女別、年齢（5歳階級）別労働力率の推移（平成 2年～令和 2年） 

 

 

 

図２ 奈良県の男女別、年齢（5歳階級）別労働力率の推移（平成 22、27年、令和 2年） 
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２ ．市町村別の労働力状態 (令和 2年 10月 1日現在) 

○労働力人口が最も多いのは奈良市、最も少ないのは野迫川村  
 

令和2年国勢調査による令和2年10月1日現在の労働力人口を市町村別にみると、奈良市が175,112

人と最も多く、次いで橿原市(62,096人)、生駒市(56,748人)となっています。一方、労働力人口が最も

少ないのは野迫川村の176人で、次いで上北山村(233人)、黒滝村(276人)となっています。 

 平成27年から令和2年の労働力人口の増減数を市町村別にみると、香芝市が3,593人と最も増加して

おり、次いで奈良市(2,414人)、生駒市(1,879人)となっています。一方、労働力人口が最も減少してい

るのは五條市2,252人で、次いで宇陀市(1,487人)、御所市(696人)となっています。 

労働力率は、天理市が 60.7％と最も高く、次いで広陵町(60.5％)、香芝市(60.0％)となっています。

一方、労働力率が低いのは黒滝村47.6％で、次いで御杖村(47.8％)、高取町(48.3％)となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 市町村別労働力人口(令和2年10月1日現在) 

 

図４ 市町村別労働力人口増減数 

(平成27年→令和2年) 
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60％以上 

55％以上～60％未満 

50％以上～55％未満 

45％以上～50％未満 

図 5 市町村別労働力率 (令和 2年 10月 1日現在) 

表 3 市町村別労働力率（平成 27年、令和 2年） 
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３ ．奈良県の従業上の地位 (令和 2年 10月 1日現在) 

 

 
 

令和2年国勢調査による令和2年10月1日現在の就業者の従業上の地位別の割合をみると、「雇用者

（役員を含む）」が 88.0％、「自営業主（家庭内職者を含む）」が 9.1％、「家族従業者」が 2.8％と

なっています。 

また、男女別にみると、「正規の職員・従業員」は男性では62.7％、女性では38.6％、「パート・ア

ルバイト・その他」は、男性では14.4％，女性では46.0％となっています。 

 

 

 

 

 

 

○男性は「正規の職員・従業員」が 62.7％と最も高い 

○女性は「パート・アルバイト・その他」が 46.0％と最も高い 

 

奈良県人口に占める 65歳以上の割合は 28.7％ 

図 6 奈良県の従業上の地位、男女別就業者の割合（平成 27、令和 2年） 

表 4  奈良県の従業上の地位、男女別 15歳以上の就業者数と割合（平成 27、令和 2年） 
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４ ．奈良県の産業と職業 (令和 2年 10月 1日現在) 

 

 
 

令和2年国勢調査による令和2年10月1日現在の産業大分類別の就業者数をみると、「卸売業、小売

業」が108,025人（17.1％）で最も多く、次いで「製造業」が101,637人（16.1％）、「医療、福祉」

が98,540人（15.6％）となっています。 

平成27年と比べると、「医療、福祉」が11,184人増加し、就業者に占める割合は1.5ポイント上昇

しています。一方、「製造業」は4,427人減少し、1.1ポイント低下しています。 

 

 

 

 

 

 

○「卸売業、小売業」に従事する者の割合は、17.1％と最も高い 

○「医療、福祉」に従事する者の割合は、前回より 1.5ポイント上昇 

図７ 奈良県の産業(大分類)別の就業者の割合（令和 2年 10月 1日現在） 

 

表 5  奈良県の産業(大分類)別の就業者数と割合（平成 27年、令和 2年） 
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令和2年国勢調査による令和2年10月1日現在の職業大分類別の就業者数をみると、「事務従事者」

が133,861人(21.2％)と最も多く、次いで「専門的・技術的職業従事者」が124,540人（19.7％）、「販

売従事者」が85,518人(13.5％)となっています。 

平成27年と比べると、「専門的・技術的職業従事者」が10,216人増加し、就業者に占める割合は1.2

ポイント上昇しています。一方、「販売従事者」は6,804人減少し、1.4ポイント低下しています。 

 
 

 
 

 
 

 

表 6 奈良県の職業(大分類)別、15歳以上就業者数と割合（平成 27、令和 2年） 

図８ 職業(大分類)別 15歳以上就業者の割合（平成 27、令和 2年） 

 

○「事務従事者」の割合は、21.2％と最も高い 

○「専門的・技術的職業従事者」の割合は、前回より 1.2ポイント上昇 



 

 

令和 2年国勢調査の概要 

１  調査の目的 

   国勢調査は、我が国の人口、世帯、産業構造等の実態を明らかにし、国及び地方公共団体におけ

る各種行政施策の基礎資料を得ることを目的として行われる国の最も基本的な統計調査である。調

査は大正9年以来ほぼ5年ごとに行われており、令和2年国勢調査はその21回目にあたる。 

２  調査の時期 

   令和2年国勢調査は、令和2年10月1日午前零時(以下「調査時」という)現在によって行った。 

３  調査の根拠法令 

   令和2年国勢調査は、統計法（平成19年法律第53号）第5条第2項の規定並びに次の政令及び

総務省令に基づいて行った。 

国勢調査令（昭和55年政令第98号） 

国勢調査施行規則（昭和55年総理府令第21号） 

国勢調査の調査区の設定の基準等に関する省令（昭和59年総理府令第24号） 

４  調査の対象 

   令和2年国勢調査は、調査時において、本邦内に常住している者について行った。 

ここで「常住している者」とは、当該住居に3か月以上にわたって住んでいるか、又は住むことに 

なっている者をいい、3か月以上にわたって住んでいる又は住むことになっている住居のない者は、 

調査時現在居た場所に「常住している者」とみなした。 

本邦内に常住している者は外国人を含めてすべて調査の対象としたが、次の者は調査から除外した。  

(1) 外国政府の外交使節団・領事機関の構成員（随員を含む。）及びその家族 

(2) 外国軍隊の軍人・軍属及びその家族 

５  調査事項 

・世帯員に関する事項 … 男女の別、出生の年月など15項目 

・世帯に関する事項 … 世帯の種類、世帯員の数など4項目  計19項目 

６  調査の方法 

   調査は、国勢調査員又は調査員事務を受託した事業者（以下「調査員等」という。）が、下記の方

法により行った。 

(1) 9月14日から、調査員等が世帯を訪問し、①インターネット回答利用ガイド、②調査票（紙）、

③調査票の記入のしかた、④郵送提出用封筒の4点の調査書類を青色で縁取りした封筒に入

れて配布。 

(2) 調査の回答は、インターネット、郵送、調査員等への提出の三つの方法とした。 

   インターネット回答期間：9月14日から10月7日まで 

   調査票（紙）での回答期間：10月1日から10月7日まで 

10月7日までにインターネット回答又は調査票の提出が確認できなかった世帯については調

査員が再度訪問し、回答のお願いに伺った。 

総務省統計局 - 都道府県 - 市町村 - 国勢調査指導員 - 調査員等 - 世帯 

(参考) 調査結果の公表 

 国（総務省統計局） 奈良県

人口等基本集計 令和3年11月30日
令和3年11月30日(概要)
令和4年1月27日(詳細)

就業状態等基本集計 令和4年5月27日 令和4年8月5日

人口移動集計 移動人口の男女・年齢等集計 令和4年2月28日 －

従業地・通学地集計 従業地・通学地による人口・就業状態等集計 令和4年7月22日 令和4年9月（予定）

基本集計

公表
集計区分


